
 

 

 

情個審第３８号 

令和６年３月７日 

 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

委員長 亀田 哲也 

 

行政文書部分開示決定に対する審査請求について（答申） 

 

令和５年４月５日付け用諮問第１号で諮問のありました下記事案について、別紙のとお

り答申します。 

 

記 

 

「用地買収における補償金の支払いの流れが分かる文書」部分開示決定に係る審査請求

事案 

 

（情報公開諮問第２０９号） 

（情報公開答申第１７９号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が令和４年４月６日付け○土木指令第４号により行った部分開示

決定については、実施機関が下記第２の２の行政文書を特定したことが違法

又は不当であるとは認められない。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 行政文書の開示請求 

令和４年３月２２日、審査請求人は、茨城県情報公開条例（平成１２年茨

城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、茨城県知

事（以下「実施機関」という。）に対し、次のとおり行政文書の開示の請求

（以下「本件開示請求」という。）をした。 

 

「用地買収において補償金の支払いの流れが分る書類（個人情報を除

く）                             」 

 

２ 実施機関の決定及び通知 

令和４年４月６日、実施機関は、本件開示請求に係る行政文書について、

「前払い補償金支払いに係る起案文書（用地課業務）」、「前払い補償金支

出業務起案文書（契約課業務）」、「補償金支払いに係る起案文書（用地課

業務）」及び「補償金支出業務起案文書（契約課業務）」（以下これらを

「本件行政文書」と総称する。）を特定した上で、部分開示決定（以下「本

件処分」という。）を行い、同日付け○土木指令第４号により、審査請求人

に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和４年７月６日、審査請求人は、本件処分の取消し及び本件開示請求に

係る行政文書を新たに特定して開示することを求めて、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求

（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し、本件開示請求に係る行政文書を新たに特定した上で

開示するとの裁決を求める。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の審査請求書及び反論書における主張は、おおむね次のとおり
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である。 

（１）審査請求書における主張 

ア 今回の開示文書は、審査請求人との関係が非常に遠い。県内部の事項

である。 

イ 支払い金の振込確認等の連絡、領収書の請求等が不明である。 

   ウ 支払いの可能性の開示が（マニュアル等で）できないなら再入金を求

める。 

（２）反論書における主張 

   ア 本件審査請求の趣旨 

本件審査請求は、保証金の支払い（２回：前７０％、後３０％）の連

絡がどの様に行われたのかの説明と、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ことの２点である。 

   イ 実施機関の弁明書に対する反論 

（ア）弁明書における「５ 本件処分の理由」には、審査請求人が要求し

ていない項目や、即否定した文書開示を押し付けられた。丁寧な説明

は受けていない。 

（イ）弁明書における「６ その他（審査請求の補正に至る経緯につい

て）」の（５）について、審査請求人の意向に沿って適正に対応して

いるとあるが、補償金の支払いについて、審査請求人に支払ったとい

う可能性の説明は皆無である。県の内部文書の情報は審査請求人には

届かない。 

  

第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件処分の理由 

審査請求人が本件開示請求により開示を求めた行政文書は、「用地買収に

おいて補償金の支払いの流れが分る書類（個人情報を除く）」であるのに対

し、審査請求人は、令和５年１月４日付け補正書（以下「補正書」という。）

において、本件行政文書は、審査請求人との関係が非常に遠い県内部の事項

であり、支払い金の振込確認等の連絡、領収書の請求等が不明であるとして、

本件処分を取り消し、本件開示請求に係る文書を新たに特定して開示するこ

とを求めていることから、以下、本件処分の妥当性について述べる。 

（１）本件開示請求に係る行政文書の特定に当たっては、茨城県が公共事業に

より必要な土地等を取得する場合の権利者との契約に伴い、その補償金の

適正な支出手続において必要とする関係文書を開示することにより、一連

の支払いの流れが明確になると考え、支出業務に携わる実施機関の○土木

事務所（以下「○土木事務所」という。）の担当課である用地課及び契約

課（以下「担当課」という。）での補償金の支出決裁に係る起案文書、支

出票、支出科目集合、契約相手方から提出された請求書並びに補償物件の

移転状況を確認する写真（移転前・後）、所有権の権利移動を確認するた
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めの登記完了書及び全部事項証明書を本件開示請求に係る行政文書として

特定したものであり、本件開示請求に係る行政文書開示請求書（以下「本

件開示請求書」という。）に記載された行政文書を特定したものであるか

ら、行政文書の特定に誤りはない。 

（２）審査請求人は、本件行政文書に対し、審査請求人との関係が非常に遠い

旨を本件審査請求の理由とするが、本件開示請求書の記載から、審査請求

人自身に対する補償金の支払いの流れが分かる文書の開示を求めているも

のと解することは不可能であり、上記（１）のとおり、本件開示請求に係

る行政文書として、本件行政文書を特定したことは妥当である。 

なお、仮に審査請求人自身の補償金の支払いに係る文書の開示請求があ

ったとしても、行政文書開示請求においては、個人の氏名、住所、印影及

び口座番号など、特定の個人を識別することができる情報については、条

例第７条第２号の不開示情報に該当することから、特定の個人に係る行政

文書を開示することはできない。 

    他方、保有個人情報開示請求については、審査請求人より、令和３年１

２月３日に、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等の用地買

収金について開示請求者自身に関する金額・振込先口座・口座番号の分か

る文書」に関する開示請求があり、○土木事務所が、審査請求人自身に関

する振込先口座・口座番号が分かる文書については、保存期間の満了によ

り廃棄処分されたため不開示決定を行い、審査請求人に関する用地買収金

額が分かる文書については、審査請求人の土地売買契約書を開示決定した。 

さらに、同月２３日、審査請求人から、審査請求人○○○○○○○○○

○○○○○○に係る保有個人情報開示請求があり、○○○○○○の土地売

買契約書を開示している。 

 （３）また、審査請求人は、支払い金の振込確認等の連絡及び領収書の請求等

が不明であることも本件審査請求の理由としているが、補償金の振り込み

については、上記（１）記載の契約相手方から提出された請求書において、

契約相手方から指定された契約相手方名義の口座に確実に振り込みを行っ

ているところであり、万が一、指定口座等の誤りにより振り込みが不能と

なった場合でも、金融機関より実施機関にその旨連絡が入り、再度、振り

込みを確実に行うこととしており、このように遺漏なく確実に振込手続を

行っている実施機関では、契約相手方に対する振込確認は行っていない。

適正な振込手続（入金）を実施しているから、実施機関では、契約相手方

に対して領収書の提供も求めていない。 

このように、支払い金の振込確認の連絡及び領収書の請求を行っていな

い実施機関においては、これらの文書は保有していないため、開示請求書

に名指しで記載される場合を除いて、支払い金の振込確認の連絡や領収書

の請求に係る文書の開示を求めていると解することは到底不可能である。 
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 （４）さらに、補正書及び補正後の審査請求書に記載されている「マニュアル

等」は、令和４年７月１９日に、審査請求人から開示を求める旨の発言が

あった用地取得に係るマニュアル及び様式に係る文書のことと思われるが、

同日、審査請求人に当該文書の内容について確認したところ、具体的には、

道路等の事業の計画決定から説明会の開催、土地・建物の調査による補償

金の決定、用地交渉、用地買収及び補償金の支払いまでの一連の流れが分

かるマニュアルが欲しいとのことであった。 

    そのため、当該文書は、本件開示請求に係る行政文書とは異なる性質の

文書であるため、本件開示請求とは別に開示請求を行う必要がある旨を審

査請求人に対し説明したところ、同月２１日、審査請求人から、本件審査

請求を取り下げ、上記マニュアル等の開示請求を改めて申請するとの申出

があった。 

    その後、審査請求人から、本件審査請求の取下げはしない旨の申出がさ

れた。 

本件処分の後になされた上記の申出については、本件処分時点における

行政文書の特定に瑕疵があった場合にのみ、本件処分を取り消して再度決

定を行うべきところ、上記のとおり、用地取得に係るマニュアル及び様式

に係る文書は、本件開示請求に係る行政文書とは異なる性質の文書である

ことから、本件処分時点における行政文書として特定しなかったことに誤

りはない。 

（５）以上のとおり、本件処分における行政文書の特定に誤りはないことから、

本件処分に違法又は不当な点はないと考える。 

 

２ 結論 

以上により、本件処分について、違法不当な点はないと考える。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、本件諮問事案について審査した結果、次のように判断する。 

１ 本件行政文書の特定について 

（１）本件行政文書の特定について、審査請求人は、上記第３の２（１）ア及

びイのとおり、本件行政文書は、審査請求人との関係が非常に遠い県内部

の事項であり、支払い金の振込確認等の連絡や領収書の請求等が不明であ

るとして、本件開示請求に係る行政文書を新たに特定するよう主張してい

る。 

（２）これに対し、実施機関は、上記第４の１（１）及び（２）のとおり、本

件開示請求書の記載からは、審査請求人が自身に対する補償金の支払の流

れが分かる文書の開示を求めていると解することは不可能であり、補償金

の支払の流れが明確になると考えられる補償金の支出決裁に係る起案文書
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等を、本件開示請求に係る行政文書として特定した旨主張している。 

（３）まず、本件開示請求書の「用地買収において補償金の支払いの流れが分

る書類」との記載を見ると、本件開示請求に係る行政文書は、本件行政文

書ではなく、実施機関における用地買収の補償金の支払に係る事務の流れ

が記載されているマニュアル等（以下「マニュアル等」という。）である

とも解されるところである。 

（４）そこで、当審査会事務局職員をして、実施機関に対し、本件開示請求に

係る行政文書として、マニュアル等ではなく、本件行政文書を特定した理

由を確認させたところ、実施機関から、次の回答があった。 

ア 審査請求人から、上記第４の１（２）の保有個人情報開示請求に対す

る不開示決定後に、補償金の支払に係る手続はどのようなものかとの質

問があり、実施機関が、請求書、契約書等の必要書類を添付した上で支

払の決裁を得ている旨の回答をしたところ、審査請求人から、当該決裁

に係る文書の提供を求められ、その後本件開示請求があったことから、

実施機関としては、審査請求人は本件開示請求において実際の支払に係

る決裁文書の開示を求めていると解し、本件行政文書を特定したこと。 

イ 実施機関は、本件処分の前に、審査請求人に対し、審査請求人に対す

る支払に係る決裁文書は、保存期間の満了により廃棄処分され保有して

いないため開示できない旨及び保存期間が満了していない審査請求人以

外の個人に対する支払に係る決裁文書は開示可能である旨を伝え、審査

請求人から了解を得た上で、本件行政文書を部分開示したこと。 

 （５）また、実施機関は、上記第４の１（３）のとおり、指定された口座に確

実に振り込みを行っているため、振込確認のための連絡をしておらず、相

手方に領収書の提供も求めていないことから、振込確認に係る文書や領収

書は保有していない旨主張している。 

 （６）上記（４）及び（５）の実施機関の回答や主張について検討するに、茨

城県文書等整理保存規程（昭和５９年茨城県訓令第１９号）において、財

務会計に関する文書の保存期間は５年とされているところ、審査請求人に

対する支払手続に係る決裁文書については、本件開示請求の時点において、

５年の保存期間が満了してから既に長期間が経過していると認められるか

ら、当該決裁文書は保有していないとする実施機関の説明について、不自

然又は不合理な点は認められない。実施機関の振込確認に係る文書や領収

書に係る主張についても、これを覆すに足りる事情は認められない。 

 （７）その上で、上記（４）の実施機関と審査請求人のやりとりを踏まえると、

実施機関が本件開示請求に係る行政文書として本件行政文書を特定したこ

とについて、違法又は不当であるとは認められない。 

 

２ 本件処分において不開示とされた情報の条例第７条第２号（なお、同号は、
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個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例（令和４年茨城県条例第３７号）による条例の改正により、現在は、同条

第１号となっているが、以下においては、本件処分時のまま、「第２号」と

表記することとする。）該当性について 

（１）条例第７条第２号においては、個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）は、不開示情報であるとされている。 

 （２）これを本件についてみるに、本件処分において不開示とされた部分のう

ち、氏名（フリガナを含む。）、郵便番号、住所、印影、電話番号、振込

先金融機関名、支店名、貯金項目、口座番号及び口座名義は、いずれも審

査請求人以外の特定の個人に関する情報であると認められる。 

    また、同じく本件処分において不開示とされた登記完了証の申請受付番

号、不動産番号、土地の所在及び地積の部分と、全部事項証明書の土地の

所在、不動産番号、地図番号、地番、地積、分筆及び合筆に係る地番、当

該土地の所有者の氏名及び住所、合併による所有権登記に係る受付番号並

びに所有権移転に係る受付番号の部分についても、上記の審査請求人以外

の特定の個人が所有していた土地に係る情報であるから、いずれも当該審

査請求人以外の特定の個人に関する情報であると認められる。 

 （３）この点について、本件開示請求書に「個人情報を除く」と記載されてい

るほか、上記１（４）の実施機関と審査請求人のやりとり及び上記第３の

審査請求人の主張を踏まえると、審査請求人は、本件開示請求において、

審査請求人以外の特定の個人に関する情報について開示を求めているもの

とは解されないことは明らかである。 

 （４）したがって、本件審査請求においては、上記の不開示部分について、個

人に関する情報であるか否かに加えて、特定の個人を識別することができ

るものであるか否かまで個別に判断するには及ばない。 

  

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については、本件処分に係る上記の各判断に影

響を及ぼすものではないと判断する。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は、次のとおりである。 
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  年   月   日 内         容 

令和５年 ４月 ５日 諮問受理 

令和５年１１月２７日 審査（令和５年度第８回審査会第一部会） 

令和５年１２月１８日 審査（令和５年度第９回審査会第一部会） 

令和６年 ２月２８日 審査（令和５年度第１２回審査会第一部会） 
 


